
板橋区木造住宅耐震化推進助成金交付要綱実施要領 

    （平成２６年３月３日都市整備部長決定） 

最終改正 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 

 

（目的） 

第１条 この実施要領は、板橋区木造住宅耐震化推進助成金交付要綱（平成２３年１月２

１日付け２２板都市第２４９号。以下、「要綱」という。）第１９条の規定に基づき、事

業を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この実施要領における用語の定義は、要綱で使用する用語の例による。 

 

（評点） 

第３条 要綱第２条第１項第４号に規定する主要構造部の一部に木造以外の構造を有する

木造住宅のうち、木造以外の構造について耐震診断又は耐震計画等の作成を行う場合、

要綱第２条第１項第２号において「評点」とあるのは「Ｉｓ（建築物の耐震診断及び耐

震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）に基

づく構造耐震指標）」と、「１．０」とあるのは「０．６」と読み替えることができる。 

 

（助成の対象となる建築物） 

第４条 要綱第４条第１項第３号イ及び要綱第１６条第１項第３号に規定する重大な違反

とは次に掲げるものとする。 

  ⑴ 建築基準法第４３条（敷地等と道路との関係）の違反 

  ⑵ 建築基準法第４４条（道路内の建築制限）の違反 

  ⑶ 建築基準法第４８条（用途地域）の違反 

  ⑷ 建築基準法第６１条（防火地域内の建築物）で定める地域内で防火構造程度にな

っていない建築物 

 ２ 要綱第４条第２項ウに規定する別に定めるまちづくりに寄与するものとは次に掲げ

るものとする。 

⑴ 建築物の外壁面が隣地境界線から５０ｃｍ以上後退した計画であること。ただし、

敷地面積が都市計画で定められた最低敷地面積未満の場合において建築計画上やむ

を得ないとき及び建築基準法第５３条第５項第１号の適用を受ける建築物はこの限

りではない。 

⑵ 建築基準法第４２条第２項の適用を受ける道に敷地が接している場合は、原則、

板橋区細街路拡幅整備要綱による後退整備事業又は同等の整備をするものであるこ

と。 

⑶ 省エネ基準に適合する計画であること。（建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律（平成２７年法律第５３号）第２条第１項第三号に規定する建築物エネル

ギー消費性能基準をいう。） 

 

（所得） 

第５条 要綱第５条第３項第３号に規定する所得とは、所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第２２条第２項に規定する総所得金額をいう。 

 



（関係書類） 

第６条 要綱に規定する申請又は報告等に添付する関係書類は、別表に掲げるものとする。 

 

付 則 

第４条第２項第１号における都市計画で定められた最低敷地面積について、当該面積

が都市計画で定められるまでの期間、同実施要領中「都市計画で定められた最低敷地面

積」とあるものは「６０㎡」とする。 



別表　添付書類

承
認
申
請

実
績
報
告

交
付
申
請

承
認
申
請

実
績
報
告

交
付
申
請

承
認
申
請

着
手
報
告

実
績
報
告

交
付
申
請

承
認
申
請

着
手
報
告

実
績
報
告

交
付
申
請

承
認
申
請

着
手
報
告

実
績
報
告

交
付
申
請

承
認
申
請

着
手
報
告

実
績
報
告

交
付
申
請

登記簿の全部事項証明書(建物)、又は建築物
の所有者及び建築時期が確認できる書類
※2

○ ○ ○ ○ ○ ○

申請者等の住民票又は官公署が発行した「住
所、氏名、生年月日」が記載されている証明
書※2

○ ○ ○ ○ ○ ○

住民税及び軽自動車税を滞納していないこと
が確認できる書類※2

○ ○ ○ ○ ○ ○

委任状(申請者以外の建物所有者が存在する
場合又は申請者が建物所有者ではない場合)※
1

○ ○ ○ ○ ○

委任状(申請者以外の建築主が存在する場合)
※1

○

委任払い承諾書※7 〇 〇 〇 〇 〇 〇
承諾書(申請者以外の建物所有者が存在する
場合又は申請者が建物所有者ではない場合)※
1

○ ○ ○

承諾書(申請者以外の土地所有者が存在する
場合又は申請者が土地所有者ではない場合)※
1

○

戸籍謄本又は戸籍抄本(申請者が建物所有者
ではない場合又は親族等の確認が必要な場
合)※2

○ ○ ○ ○ ○ ○

対象建築物に居住する者の世帯全員の所得の
合計額が確認できる書類※2

○

案内図※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
既存建物図面(配置図、平面図、面積表) ○ ○ ○ ○
見積書の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○
対象建築物の写真 ○ ○ ○ ○ ○ ○

耐震化事業に係る消費税仕入税額控除確認書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

耐震診断の結果の写し※6 ○ ○ ○ ○ ○
耐震計画等の結果の写し ○

契約書の写し(契約行為を証する書類の写し) ○ ○ ○ ○ ○ ○

工程表 ○ ○ ○ ○
結果の写し(耐震計画等以外は写真を含む)
※6

○ ○ ○ ○ ○ ○

助成金に係る収支計算書 ○ ○ ○ ○ ○ ○
領収書の写し(収入印紙付)又はそれに代わる
もの※4

○ ○ ○ ○ ○ ○

請求書の写し(業者の押印があるもの)※5 ○ ○ ○ ○ ○ ○
助成対象事業に掛かった費用の内訳が分かる
資料※7

〇 〇 〇 〇 〇 〇

受領権の委任状※7 〇 〇 〇 〇 〇 〇
登記簿の全部事項証明書(土地)※2 ○
公図の写し※2 ○
借地契約書(借地の場合に限る)の写し ○
入居予定者の名簿 ○
建替え工事設計図書(配置図、平面図、立面
図、建築物の耐火性能が分かる書類)

○

建築基準法に基づく建替え後の建築物の建築
確認済証及び建築確認申請書の写し

○

省エネ基準に適合していることを確認できる
書類

○

建築基準法に基づく建替え後の建築物の検査
済証の写し

○

世帯全員の住民票(最新のもの)※2 ○
特記事項
※1　全ての承認申請に添付が必要
※2　複写したものでも可（要原本確認）
※3　耐震計画等をおこなった場合を除く
※4　業者の申請者に対する、耐震診断、耐震計画等、工事の
     対価として金銭を受け取ったことを証明する書類

※5　請求書に基づく助成金の支払いを希望する場合に限る
※6　写真について：耐震診断は調査箇所の写真、耐震補強工事は補強箇所の
     写真の他、助成要件に該当していることが分かる写真、除却工事は更地
     の写真、建替え工事は完成写真の他、助成要件に該当していることが分
     かる写真
※7　申請者が委任払いを希望する場合のみ必要

添付書類は、下記に示すほか、区長が必要と認めるものとする。
特記事項を除き、本要綱に基づく手続きにおいて既に提出され、内容に変更のない書類は添付を省略できる。
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